
鳥
取
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
実
態
調
査

　

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
医
療
費
な
ど

の
主
に
ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
と
し
た

施
策
を
利
用
し
て
い
る
、
ま
た
は
過
去

に
利
用
し
た
世
帯
（
無
作
為
抽
出
）
へ

郵
送
に
よ
り
調
査
を
行
い
ま
す
。
こ
の

調
査
は
、
今
後
の
福
祉
施
策
を
進
め
て

い
く
う
え
で
の
大
切
な
調
査
で
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

時
10
月
10
日
（
金
）
〜
24
日
（
金
）
問

鳥
取
県
子
育
て
支
援
総
室 

（
０
８
５

７
）
26-

７
８
６
９

生
活
管
理
指
導
員
の
派
遣

　

虚
弱
な
高
齢
者
に
家
事
な
ど
の
支
援
・

指
導
を
行
い
ま
す
。

対
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
を
除
く
、

要
介
護
状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
虚

弱
な
高
齢
者
で
、
家
事
な
ど
の
基
本
的

生
活
習
慣
が
十
分
で
な
い
人 

容
家
庭
訪

問
に
よ
る
家
事
援
助
・
指
導
（
週
１
時

間
30
分
ま
で
）
料
１
９
４
円
／
30
分　

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課 

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
３
／
各
総

合
支
所
市
民
福
祉
課
（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）

／
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
６
／
鳥

取
西
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
０

８
５
７
）
82-

６
５
７
１
／
鳥
取
南
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
０
８
５
８
）

76-

２
３
５
１

徘は
い
か
い徊
高
齢
者 

位
置
検
索
シ
ス
テ
ム
利
用
支
援

　

認
知
症
に
よ
る
徘
徊
行
動
の
あ
る
高

齢
者
の
居
場
所
を
確
認
す
る
シ
ス
テ
ム

を
利
用
す
る
際
、
契
約
時
に
必
要
な
初

期
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
市
内
に
居
住
す
る
徘
徊
行
動
の
あ
る

高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族 

額
上
限

１
万
円 

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会

課 

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
３
／

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（
16
ペ
ー
ジ

参
照
）

障
害
の
あ
る
人
に
関
す
る 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
免
除
基
準
変
更

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
免
除
基
準
が
10
月

１
日
か
ら
変
更
に
な
り
ま
す
。

対
▽
全
額
免
除
：
世
帯
内
に
身
体
障
害

者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か
を
所
持
す
る

人
が
あ
り
、
か
つ
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
の
場
合 

▽
半
額
免
除
：
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

放
送
受
信
契
約
者
の
場
合 

①
視
覚
ま
た

は
聴
覚
に
か
か
る
身
体
障
害
者
手
帳
を

所
持
す
る
世
帯
主 

②
身
体
障
害
者
手
帳

（
１
、２
級
）、
療
育
手
帳
（
Ａ
判
定
）、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）

の
い
ず
れ
か
を
所
持
す
る
世
帯
主 

容
▽

手
続
き
方
法
：
ま
ず
、
市
役
所
駅
南
庁

舎
生
活
福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
市

民
福
祉
課
で
、
所
定
の
申
請
書
に
必
要

事
項
の
記
入
、
押
印
の
う
え
、
免
除
事

由
の
証
明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
次
に
、

証
明
を
受
け
た
申
請
書
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
鳥
取

放
送
局
に
提
出
（
郵
送
可
）
し
て
く
だ

さ
い
。
持
▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の
：

該
当
の
障
害
者
手
帳
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送

受
信
契
約
者
の
印
鑑
（
認
印
可
）
問
▽

免
除
基
準
に
つ
い
て
：
Ｎ
Ｈ
Ｋ
鳥
取
放

送
局 

（
０
８
５
７
）
29-

９
２
１
０

▽
証
明
手
続
き
に
つ
い
て
：
市
役
所
駅

In
fo

rm
a

tio
n

In
fo

rm
a

tio
n

情報ひろば

福　祉

南
庁
舎
生
活
福
祉
課 

（
０
８
５
７
）

20-

３
４
７
１
／
各
総
合
支
所
市
民
福

祉
課
（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）

精
神
保
健
講
演
会

時
10
月
８
日
（
水
）
13:

30
〜
15:

30 

所
さ
わ
や
か
会
館
３
階
研
修
室 

対
統
合

失
調
症
で
治
療
中
の
家
族
が
い
る
人
・

支
援
者 

容
▽
テ
ー
マ
：
「
家
族
の
理
解

の
た
め
の
統
合
失
調
症
の
経
過
と
治
療
」

▽
講
師
：
助す
け
が
わ川
鶴つ
る
へ
い平
先
生
（
鳥
取
医
療

セ
ン
タ
ー
精
神
科
医
長
）
問
市
役
所
駅

南
庁
舎
生
活
福
祉
課 

（
０
８
５
７
）

20-

３
４
７
１

ご存知で
すか？

パート法が改正されました
パートタイム労働者とは？
　「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」などの呼称を
問わず、同じ事業所に雇用される通常の労働者（正社員
など）より所定労働時間が短い労働者のことを言います。
労働条件を明示していますか？
☆事業主は、採用・契約更新の際に、昇給・賞与・退職

手当の有無を明示した「労働条件通知書」を労働者に
交付しなければなりません。

☆事業主は、パートタイム労働者から自身の待遇につい
て尋ねられたときは、待遇を決めた理由などについて
合理的な説明をしなければなりません。

待遇は正社員とバランスがとれていますか？
☆事業主は、正社員とのバランスを考え、パートタイム

労働者の賃金をその職務の内容、成果、意欲、能力、
経験などを勘案して決めるように努めなければなりま
せん。※教育訓練・福利厚生においては正社員とパー
トタイム労働者の均衡を考慮すること、また正社員と
同じと見なせるパートタイム労働者の待遇はすべて差
別禁止とすることなどが定められました。

正社員への転換は可能ですか？
☆正社員への転換の可能性を示す措置を事業主は講じ

なければなりません。
問い合わせ先 鳥取労働局雇用均等室 （0857）29-1709
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　みんなでごみのない美しいまちに
◆びん・缶・プラスチックなどの分別を徹

底してください。
◆家庭一般ごみとは別に分けて、町内会で決められた位

置に出してください。
◆家電製品や大型ごみ、タイヤ、バッテリーなどは出さ

ないでください。

■凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法　
所＝場所　員＝定員　数＝数量　料＝料金　額＝支給・
助成額など　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの　
問＝問い合わせ先

２
０
０
８
年
漁
業
セ
ン
サ
ス

　

水
産
業
を
営
ん
で
い
る
す
べ
て
の
世

帯
や
法
人
を
対
象
に
、
11
月
１
日
全
国

一
斉
に
漁
業
セ
ン
サ
ス
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
こ
の
調
査
は
新
し
い
水
産
基
本
計

画
に
基
づ
く
水
産
行
政
施
策
の
企
画
・

立
案
・
推
進
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
作

成
・
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
漁

業
の
生
産
や
就
業
の
状
況
、
漁
村
や
水

産
物
の
流
通
・
加
工
業
の
実
態
を
調
査

問い合わせ先 市役所駅南庁舎市民税課 （0857）20-3411

　入湯税は鉱泉浴場（温泉など）を利用する入湯客に課
税され、入湯客から受け取った税金は鉱泉浴場の経営者
が市に納めます。税額は 1 人 150 円です。ただし、満 12
歳未満の人、一般公衆浴場の入湯客などへの課税は免除
されます。納められた税金は、次の費用にあてられます。
　◎清掃工場、下水処理場などの環境衛生施設の整備
　◎鉱泉源の保護管理施設の整備
　◎消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備

入湯税（環境施設整備の目的税）

市民税・県民税
源額申告がまだの人へ

　平成 19 年分の所得が平成 18 年分に比べて極端に減っ
た人や、控除が増えたことによって平成 19 年分の所得税
がかからなかった人については、税源移譲により増額と
なった市・県民税を減額する救済措置があります。
　減額申告書の提出期限は 7 月 31日に終了しております
が、病気、県外や海外への滞在など、やむをえない事情
で手続きができなかった人は、期限後も申告書を提出す
ることができます。
　該当の人は、申告書の下部の余白部分に、期限内に提
出できなかった理由を具体的に記入のうえ、お早めに下
記問い合わせ先まで持参または郵送してください。
問い合わせ先 市役所駅南庁舎市民税課 （0857）20-3415

祝日のごみ収集（鳥取地域）

※朝８時までに必ずごみを出してください。合併地域について
は総合支所だよりをご覧になるか、各総合支所市民福祉課ま
でお問い合わせください。

問い合わせ先　市役所本庁舎生活環境課 （0857）20-3218

10 月・11 月の収集計画
10 月13日（月）

体育の日
11月 3 日（月）

文化の日
11月24日（月）

振替休日
可燃ごみ 収集します 収集します 収集します
古紙類 収集します 収集します 収集します

ペットボトル 15 日（水）に
振り替え

5 日（水）に
振り替え

26 日（水）に
振り替え

プラスチック 収集します 収集しません 収集しません

食品トレー
資源ごみ

小型破砕ごみ
収集しません 収集しません 収集しません

※上記の祝日がゴミ収集日にあたる地区のみ。
お知らせ

鳥取地域 一斉清掃

問い合わせ先　鳥取市市民運動推進協議会（市役所本庁
舎協働推進課内）  （0857）20-3182

レジ袋、いりません！
〜 11月 10 日は「ノーレジ袋デー」〜

　国内では、年間 300 億枚以上のレジ袋が消費されてい
ます。大量の石油を使って生産されたレジ袋は、大半が
ゴミになっていると言われています。
　11 月 10 日は、県内の事業者・消費者・自治体などが
一緒になって、「買い物にはマイバッグを持参しましょう」
と呼びかけを行います。みなさんも一緒にこの取り組み
を進めてみませんか。
●単品なら、「レジ袋いりません」「シールでいいですよ」。
●レジ袋をリユース！次の買い物に使いましょう。
●車の中にマイバッグを常備しておきましょう。

す
る
も
の
で
す
。
調
査
内
容
は
統
計
を

作
成
す
る
た
め
の
み
に
使
用
さ
れ
、
そ

の
他
の
目
的
に
は
一
切
使
用
し
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
問

市
役
所
本
庁
舎
総
務

課 

（
０
８
５
７
）

20-

３
１
５
６

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員 

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

10
月
20
日
か
ら
11
月
３
日
ま
で
の
間
、

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て

平
成
20
年
９
月
１
日
現
在
で
調
製
し
た

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
を
縦
覧
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
な
い
と
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
委
員
選
挙
の
投
票
が
で
き
ま
せ
ん
。

登
録
漏
れ
や
誤
り
が
あ
れ
ば
、
こ
の
期

間
中
に
異
議
の
申
出
が
で
き
ま
す
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局 

（
０
８

５
７
）
20-

３
３
８
６

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
下
見
会

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
出
品
す
る

公
売
財
産
の
下
見
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
こ
の
下
見
会
以
外
に
公
売
財
産
を
ご

覧
に
な
れ
る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。

時
10
月
９
日
（
木
）
10:

00
〜
15:

00 

※

申
し
込
み
不
要 

所
市
役
所
駅
南
庁
舎
地
下

第
１
会
議
室 

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
滞
納
整

理
室 

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
３
５

…10 月 19 日（日）…
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